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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における都道府県の現状・課題

人口 131.4万人 部活動数 1,358部活

市区町村数 13市８町 都道府県の協議会・検討
会議等の設置状況

設置済み

公立中学校数 167校 都道府県の推進計画・ガ
イドライン等の策定状況

策定済み

公立中学校生徒数 33,136人

実証事業に参加した
市区町村数

2市3町
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼事業実施体制図（都道府県と市区町村における推進体制図）

※イメージ図

▼行政組織内での役割分担
・教育委員会（体育保健課）

検討委員会開催、情報発信、関係団体との連絡調整

・首長部局（スポーツ振興課）

検討委員会への参加、関係団体との連絡調整

▼関係団体内での役割分担
・長崎県中学校校長会、

検討委員会への参加、中学校との連絡調整

・長崎県中学校体育連盟

検討委員会への参加、中学校部活動との連絡調整

・長崎県スポーツ協会

検討委員会への参加、競技団体との連絡調整

・県PTA連合会

検討委員会への参加、各校PTAとの連絡調整

実 施 内 容

５月

６月

７月

８月

９月 補正予算計上

10月 令和５年度第１回部活動地域移行担当者会の開催

11月 第７回長崎県部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する検討委員会開催

12月 令和５年度第２回部活動地域移行担当者会の開催

1月 第８回長崎県部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する検討委員会開催

２月 令和５年度第３回部活動地域移行担当者会の開催

※年間を通して、各市町を訪問し、 
検討委員会等の参加、指導助言 
の実施

※年間を通して関係団体と連携し、
説明会、研修会等の実施

※「指導者エントリーシステム」の構築



4

２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項

県内２１全市町において、検討委員会、協議会等が設立さ
れ、地域移行に向けた取組についての検討が行われている。
長与町においては、町内の全中学校の休日の運動部活動の
地域移行を完了。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

運動部活動の地域移行を円滑に推進するため、各市町を丁寧に支援。
以下のような方針で対応を重ねた。
〇県と市町が連携して取組む。
〇生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術活動活動を構築するという観点に立つ。
〇地域の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図る。
〇地域間での体験格差を解消することを目指す。

特に
工夫した
事項

課内に部活動地域移行推進リーダーを配置し、各市町・関係団体との連携・協力体制の推進を図り、
運営団体・実施主体の持続可能な運営体制の構築に対する指導助言や連絡調整を行い、県下の円
滑な地域移行を推進する。



5

２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

①本県の実態に合ったものになるよう、職員が調査・研究しシステムを設計
②スマートフォンからの登録も可能。
③市町教育委員会、競技団体、関係団体等、幅広く周知予定。
④人材の掘り起こしの観点からも、「学校運動部活動外部指導者」についても募集。
⑤運用開始の時期。

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

指導者の確保に向け、「指導者エントリーシステム」を構築し、競技団体や大学生、退職教職員など協
力いただける人材の発掘を行い、市町に対して人材リストの提供を行う。また、関係団体と連携して指
導者の研修会を実施し、質の向上を図る。

地域で行われる「地域スポーツクラブ活動」や「学校
運動部活動」の指導に携わっていただく方を募集し、
指導者の確保、質の向上に資するために「長崎県地
域スポーツクラブ活動・学校運動部活動指導者エン
トリーシステム」を構築中

●安定した指導者の確保につなげるための、継続した周知方法の検討。
●新たな人材確保のための掘り起こし策の検討。
●登録した指導者の資質向上のための研修や講習の在り方。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

競技団体や大学、企業等との連携強化を図り、地域クラブ活動の体制整備や指導者確保
、指導者研修等を推進する。

スポーツ主管課やスポーツ協会等、教育委員会以外
が主催する研修会に、市町の部活動地域移行担当
者も受講できるようにすることにより、同じ情報を共有し
、関係団体との連携体制の構築や、関係者同士の連
携を図ることができた。

●総合型地域スポーツクラブ等地域スポーツ関係者と教育委
員会部活動地域移行担当者が、それぞれの立場で意見交
換ができる機会を設定した。
●特に、学校側が、受け皿となりうる地域スポーツ団体（総合
型クラブ等）に関する認識が課題としてあげられていたため、
地域スポーツ団体側の事例発表等の機会を設定した。

●学校部活動が地域スポーツ活動に円滑に移行できるよう、更なる関係団体との連携した取組みの実践。
●講演会の開催等、それぞれの立場の関係者が一堂に会し、相互理解を深める機会の創出。
●連携した取組みの継続

【取組例：長崎県スポーツ協会との連携】

【取組例：長崎県スポーツ協会との連携】
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２．実証内容と成果

取組内容

取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

●少子化が進むなど環境が厳しくなっている地域に早い時期か
ら訪問する等、丁寧に対応するようにした。
●地域クラブ活動は、原則的に受益者負担であることを理解
してもらうよう努め、併せて保護者の負担軽減策をそれぞれの
地域の実情に合わせ検討するように助言した。

特に
工夫した
事項

●早い段階でのロードマップ、方針等の全市町での策定完了。
●ロードマップに沿った、地域移行に向けた取組の着実な実践。
●【改革推進期】（R5～７）後の、地域クラブ活動の発展のための検討。

今後の
課題と
対応方針

・全市町において、地域の実情に応じた休日の地域スポーツ活動についての地域モデ
ルの創出に向けた方策や課題に対する指導助言。

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

各市町の実情に応じた取組
●全市町において、協議会等が設立された。
（21市町/21市町）

●14市町においてロードマップ・方針等が策定された。
（14市町/21市町） ※(R6.2.25現在）

【参考：市町作成方針例】

【参考：離島地区のロードマップの例【五島市）】
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２．実証内容と成果

取組内容

取組事項

●担当者同士の情報交換、成果や課題の共有

●県から各市町へ、情報発信の統一化

●全県的な意見交換による共通理解

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

●第１回、２回はオンラインで実施し、３回目は対面での開催。
●担当者同士が直接意見交換や情報収集ができるよう、同様の課題を抱える
地域同士をグループ分けしてディスカッションの場を設定。その際、それぞれのグ
ループに職員を配置し、その都度、意見集約やアドバイスを行った。
●担当者に事前に協議内容を送付し、担当者会の活発な意見交換を図った。
●特に、「指導者エントリーシステム」（人材バンク）の構築においては、市町が
活用しやすいように、担当者にも積極的に意見を募り反映させる予定。

特に
工夫した
事項

●県内各市町の進捗状況の差を縮小させるための支援
●担当者会の継続及び内容のさらなる充実を図るための検討

今後の
課題と
対応方針

・長崎県部活動地域移行担当者会の開催（年間３回）

▼取組項目名：オ：内容の充実

【参考：担当者会実施要項】

【参考：各市町において意見の共有】
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【推進計画】
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【本県における少子化・人口減少の加速化】 【本県の公立中学校の数と生徒数の推移】



11

２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【周知用配布チラシ １】 【周知用配布チラシ ２】
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【スポーツ庁へ提供】

【長崎県の体制】
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【募集要項 表】 【募集要項 裏】

【人材バンク ： 長崎県スポーツクラブ活動・学校運動部活動指導者エントリーシステム（構築中）】公表不可
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２．実証内容と成果

【周知用チラシ】

【入力画面案】

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【人材バンク ： 長崎県スポーツクラブ活動・学校運動部活動指導者エントリーシステム（作成中）】公表不可
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

※イメージ図
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【参考】 長崎県内各市町による取組（検討）例



【長崎県長崎市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 長崎県長崎市

担当課名 長崎市教育委員会学校教育部健康教育課

電話番号 095(829)1197
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

⑴  長崎市の現状

ア 学校数・部活動数（文化部を含む）

 中学校36校 生徒数8,341人 部活動数339部

部活動加入者数6,025人（加入率72％）

イ 部活動の運営は、学校と部活動振興会

ウ 生徒数の減少に伴い、部活動加入者数も減少している。また部活動加入率も

年々減少傾向にある。（右図参照）

グラフ等データ
※出典も要記載

人口
(R6.1月末現在)

395,438 人 部活動数
(R5.5.1現在)

運動部 291 部活
文化部  48 部活

公立中学校数
(R5.5.1現在)

36 校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数
(R5.5.1現在)

8,341 人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

ガイドライン及び推進計画を盛り
込んだ活動指針を策定済

・ 少子化による学校の小規模化が進行

・部員不足や、専門的な指導力を有した教職員の減少

・ これまでのような体制で部活動を継続していくことが困難

・ これらの課題は学校現場だけで解決することが困難
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１．自治体の基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

⑵ 課題
ア 指導者・運営主体の確保
・ 部活動指導員４人
・ 課外クラブサポーター（外部指導者）中学校２５８人
・ 地域クラブ活動の指導を希望する教職員（兼職兼業申請）
・ 現在の指導者以外の新たな人材確保
イ 運営主体の確保
・ 運営主体となる団体等の確保
ウ 練習場所の確保
・ 場所の確保や利用方法
・ 市の施設の減免利用の検討
エ 活動場所までの移動手段
・ 現在、各学校での活動のため特に必要なかったが、活動場所までの移動が必要。
オ 学校との情報共有
・ 地域に根差した取組が可能である反面、子どもの情報共有など積極的に学校と地域

との連携が必要。
カ 活動費・会費等
・ 保護者負担額の増加（現行の部活動の「部費」として支払っているが右図を参照）
・ 現在の経済的困窮家庭への支援

アンケート（意向調査）を実施し、

部活動から継続して指導を依頼する
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

・希望する学校及び関係諸機関（PTA、校長会等）への説明会の実施（通年）

・各競技団体と意見交換、協議を実施（通年）

・長崎市立中学校部活動地域移行関係者協議会の開催（７月、１１月、１月）

・長崎市議会 「部活動の地域連携のあり方検討」特別委員会（４月～１月）

・「長崎市地域クラブ活動指針」及び「長崎市立中学校地域連携実施要項」の策定（３月）

・教職員への説明（３月）

・保護者及び指導者への説明会の開催（３月）

・教職員および指導者アンケート（意向調査）の実施（３月）

・「地域移行通信」の発行（通年）

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（健康教育課、学校教育課）

・校長会、学校との連絡調整、指針の策定

・学校や保護者会への説明、及び支援や指導助言

・地域連携（合同部活動及び拠点校部活動）の推進

⚫ 首長部局（スポーツ振興課、文化振興課）

・指針の策定

・各関係団体との連絡調整、活動場所の確保、指導者の確保

※イメージ図
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 軟式野球

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１部活

拠点校名 長崎市立土井首中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１部活

地域クラブ活動で実施
した種目

軟式野球

運営主体名 土井首ベースボールクラブ

運営類型 その他（保護者会）

１週間あたりの平均的な
活動回数

平日２回、休日１回程度

指導者の主な属性 他校の教職員
（長崎市立中学校 保健体育科教諭）

活動場所 長崎市立土井首中学校運動場

主な移動手段 徒歩 保護者による送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

月１，０００円
※部活動と同額の負担

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

（平日） （平日の一部、休日）

形態 部活動 地域クラブ活動

運営主体
学校
振興会

保護者会

指導者
顧問

外部指導者
他校の教職員

他数名
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 バスケットボール

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１部活

拠点校名 長崎市立琴海中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１部活

地域クラブ活動で実施
した種目

バスケットボール

運営主体名 琴海バスケットボールクラブ

運営類型 その他（保護者会）

１か月あたりの平均的な
活動回数

平日２回、休日１回程度

指導者の主な属性 民間の指導者
（移行前の部活動外部指導者）

活動場所 長崎市立琴海中学校運動場

主な移動手段 徒歩 保護者による送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

月２，０００円
※部活動の部費を合算

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

（平日） （平日の一部、休日）

形態 部活動 地域クラブ活動

運営主体
学校
振興会

保護者会

指導者
顧問

外部指導者
これまで指導に携わった

外部指導者
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 バスケットボール

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１部活

拠点校名 長崎市立日見中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１部活

地域クラブ活動で実施
した種目

バスケットボール

運営主体名 イースタンNAGASAKI

運営類型 その他（指導者）

１か月あたりの平均的な
活動回数

１週間で５日間

指導者の主な属性 民間の指導者
（移行前の部活動外部指導者）

活動場所 長崎市立日見中学校体育館

主な移動手段 徒歩 保護者による送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

月５，０００円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

《移行前》

形態 部活動

運営主体
学校
振興会

指導者
顧問

外部指導者

《移行後》

地域クラブ活動

これまで指導に携わった
外部指導者

これまで指導に携わった

外部指導者
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 バスケットボール

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１部活

拠点校名 長崎市立山里中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１部活

地域クラブ活動で実施
した種目

バスケットボール

運営主体名 NAGASAKI Celeste Falcons

運営類型 任意団体設立型（NPO法人）

１か月あたりの平均的な
活動回数

１週間で５日間

指導者の主な属性 自校の教職員
（移行前の部活動の顧問と外部指導者）

活動場所 長崎市立山里中学校体育館、他民間施設

主な移動手段 徒歩 保護者による送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

月３，０００円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

《移行前》

形態 部活動

運営主体
学校
振興会

指導者
顧問

外部指導者

《移行後》

地域クラブ活動

NPO法人

これまで指導に携わった

顧問、外部指導者
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・ 長崎市の方向性の決定

・ 地域クラブ活動指針の策定

・ 教育委員会事務局に総括コーディネーターを配置し、長崎市中学校体育連盟による実態調査の結果をもとに、まずは早期に移行可能と思われる学校や部活動との連絡調整・指導助言を

行いながら、年度内のできるだけ早い時期の移行を目指す。そのうえで、他市町の情報なども収集しながら、令和5年度内に移行可能性のある学校や部活動に対するアプローチを進めていく。

取組事項

・ 長崎市中学校部活動関係者協議会を令和５年度に３回開催して協議を重ね、市としての方向性やスケジュールを決定した。

また、方向性や地域移行の進め方などを盛り込んだ「長崎市地域クラブ活動指針」を策定した。

・ 中体連各競技専門部や各競技団体と地域移行についての協議や意見交換を重ねた結果、令和５年度に４つの地域クラブが

設立された。

・ 指導者の確保のため、教職員や外部指導者を対象にアンケート（意向調査）の実施。

・ 保護者や指導者を対象にした部活動地域移行説明会の実施。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

運営主体が整い、指導者が確保できた部活動から順次地域移行することを方針として示した。また、地域クラブ活動指針の中で令和９年度

の新チームが切り替わる時期（６～９月頃）までに休日の部活動を完全に地域クラブへ移行することを示した。ゴールを明確にしたことにより、

それぞれが当事者意識を持ち、積極的に移行が進むことが期待できる。

特に
工夫した
事項

地域クラブ活動指針や進め方等について、教職員、保護者、指導者への周知や理解を深めることや指導者の確保が今後の大きな課題である。

令和５年度末に保護者や指導者向けの説明会を４回実施し、動画でも配信する。理解が進むほど多くの疑問が生じることから、コーディネーターを中心に

個別に対応していく。人材確保については、アンケート（意向調査）の結果を最大限に活用し、現在の指導者に継続して指導にあたっていただくようアプロー

チする。また、県の人材バンクを有効活用する。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

図、グラフ、文章での説明等

【長崎市地域クラブ活動指針 概要】

図、グラフ、文章での説明等



11

２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

検討開始

関係者協議会の設置

関係者協議会の開催 関係団体との協議

学校現場との調整 市の方向性の決定

地域クラブ活動指針の策定 保護者・指導者への説明

R5に引き続き地域移行

を順次開始

地域連携も検討する

令和９年度の

休日完全移行に

向けての環境整備

休日の地域クラブ活動

完全移行

地域クラブ活動の拡大

平日の地域移行の検討

開始（未定）

令和４年 令和６・７年 令和８年 令和９年６～９月頃

「行 政」

・学校、保護者、指導者等へ説明会を

実施。（市の方針、スケジュール等の周

知）

・休日の地域移行に向けて、課外クラブ

サポーターと教職員の意向確認を行い、

指

導者の確保に努める。（指導を希望す

る教職員については兼職兼業を進め

る。）

・受け入れが可能な事業者、団体等の

情報提供を行う。

・地域クラブを設立する場合は、立ち上

げに際し助言等支援を行う。

「学校・各部活動・地域クラブ」

・単独で部活動を実施。単独での活動

が難しい部については、地域連携で合同

部活動を検討する。

・環境や条件が整った部については、休

日の地域移行を進める。その際の運営

主体は保護者会、指導者、地域のス

ポーツクラブ等、多様なものが想定される。

・平日の地域移行については、可能であ

れば進めていく。

「行 政」
・地域連携（合同部活動・拠点校部
活動）の枠組みを示し、必要としている
ところから進める。
・受け入れが可能な事業者、団体等の
情報提供を行う。
・地域クラブを設立する場合は、立ち上
げに際し助言等支援を行う。
・教職員以外の指導者がいない場合に
ついて、県の人材バンクの活用や、競技
団体等
と連携し指導者の確保に努める。（指
導を希望する教職員の兼職兼業も含
む）

「学校・各部活動・地域クラブ」
・単独で学校部活動を実施、単独での
活動が難しい部は合同部活動を実施。
・拠点校部活動を希望する生徒につい
ては、活動の場の確保に努める。
・環境や条件が整った部については、休
日の地域移行を進める。
・地域移行に備えて、地域クラブ活動の
「運営主体」を事業者や団体等に依頼
をする
か、保護者会が中心となり運営主体と
なるかを選択する。
・平日の地域移行については、休日の
取組進捗状況を検証し、できるところか
ら可能であれば進めていく。

令和５年
令和９年６～９月以降

「行 政」

・１・２年生の新体制になる時期（６

月～８月）からの、休日の完全地域移

行に向けて環境整備を進める。

・地域連携から、休日の地域クラブへの

移行を進める。

・地域クラブを設立する場合は、立ち上

げに際し助言等支援を行う。

・教職員以外の指導者がいない場合に

ついて、県の人材バンクの活用や、各種

団体等と連携し、指導者の確保に努め

る。（指導を希望する教職員の兼職兼

業も含む）

「学校・各部活動・地域クラブ」

・各部活動は、３年生が部活動を引退

し、１・２年生の新体制になる時期

（６月～８月）からの、休日の地域移

行を目指す。

・運営主体は、各種団体、保護者会が

中心となることが想定される。

・平日の地域移行については、休日の

取組進捗状況を検証し、できるところか

ら可能であれば進めていく。

「行 政」

・令和９年度の休日の完全地域移行に

向けて環境整備を進める。

・地域連携から、休日の地域クラブへ移行

を進める。

・地域クラブを設立する場合は、立ち上げ

に際し助言等支援を行う。

・教職員以外の指導者がいない場合につ

いて、県の人材バンクの活用や、各種団

体等と連携し指導者の確保に努める。

（指導を希望する教職員の兼職兼業も

含む）

「学校・各部活動・地域クラブ」

・各部活動は、運営主体について受け皿と

なる団体等があれば活用を図る。受け皿

がない場合は、保護者会が中心となって

地域クラブを立ち上げる準備を進める。

・地域連携を行っている部活動は、休日の

地域クラブへの移行の準備を進める。

・平日の地域移行については、休日の取

組進捗状況を検証し、できるところから可

能であれば進めていく。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ



【長崎県大村市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 長崎県大村市

担当課名 教育委員会学校教育課

電話番号 ０９５７-５３-４１１１



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

○このことを進めるにあたり、生徒数の変遷を調査した結果、大村市の場合、

令和11年度までは生徒数は微増の状況であり､現状の学校部活動と社会

体育を併存させる形で対応できると判断した。

○現在、大村市では教職員の勤務時間終了の16時30分から18時30分

までと、週休日の部活動を社会体育と呼び活動している。まずは、週休日

の部活動、つまり社会体育を地域クラブ活動として移行するよう準備している。

○令和5年度の地域移行スケジュールを作成し、スポーツ振興課、校長会

等に部活動の地域移行について説明し、話し合いを行った。

○地域連携を進めるために、スポーツ協会，ＰＴＡ連合会、育成会、中

体連等､21名からなる「中学校部活動の地域移行の在り方協議会」にお

いて説明し､意見交換を行った。

○地域移行をする場合に、必要となる地域の部活動指導者、教職員(兼

職兼業)等の人数を把握するためにアンケート調査を実施した。

○課題として、部活動の地域移行を行った場合、地域の指導員の確保と、報

酬の助成となる予算措置、また、保護者の中に部活動は教職員がしてくれ

るものと考えており、意識の啓発活動の必要性があげられた。

人口 ９８５９３人 部活動数 ８８部活

公立中学校数 ６校 市区町村の協議会・検討会議等の設
置状況

中学校部活動の地域移行在り方検討
会、学校教育課内検討会

公立中学校生徒数 ３０７５人 市区町村の推進計画・ガイドライン等の
策定状況

令和5年度のスケジュール作成、大村
市の休日部活動の地域移行方針作成
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

○３・4月 総括コーディネーターの配置について検討

○4月 総括コーディネーターの位置づけと活用について

○12月 総括コーディネーター着任

○12月 今年度分のスケジュール作成

（学校教育課内での検討会(Ａ・Ｂ・Ｃ)、在り方協議会の構成員及び開催日の決定、スポーツ振興課との打ち合わせ等）

○1月 校長会での説明(休日部活動の地域移行及び教職員へのアンケート実施)。検討会Ａ・Ｂ(大村市の休日部活動の地域移行に向けて検討会）

○2月 検討会Ｃ(大村市の休日部活動の地域移行に向けて)。第1回在り方協議会(休日部活動の地域移行及び大村市の休日部活動の地域移行について

説明､質疑応答、意見交換)。検討会Ａ・Ｂ(関係者協議会における課題整理と検討、令和5年度のまとめ、令和6年度のスケジュール等)

○3月 検討会Ｃ(令和6年度のスケジュール決定)。校長会で令和6年度のスケジュール及び新たな連絡事項について説明

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（学校教育課）

学校教育課に所属する総括コーディネーターが計画推進を行い、校長

会、体育連盟、ＰＴＡ連合会、部活動育成会に部活動の地域移行

について説明や話し合いを行った。

⚫ 首長部局（スポーツ振興課）

学校教育課の担当者と総括コーディネーターがスポーツ振興課と打ち

合わせを行い、スポーツ協会、各競技団体等と連携し地域人材の把

握､また、地域指導者への資格取得のための研修会等の開催について

役割分担を行った。

※イメージ図
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 ０ 校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 サッカー,男子バスケットボール,女子バスケットボール,野球・・・

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

０ 部活 なし

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

※イメージ図

主な取組例

( )これからの大村市の運動部活動の在り方 案

【 】大会参加について( )今後変更も有り得る
、 ・中体連主催の県大会 新人大会は令和６年度までは監督

引率は教職員 コーチは教職員又は外部指導者等で行われ、

る予定です 令和７年度以降は 本県の実態や九州各県の。 、

状況を見ながら適宜見直されます その他の大会において。

は 従来どおり保護者 指導者等が監督 コーチ 引率を、 、 、 、

行うことができますが 競技によって異なるので実施要項、

に従ってください。

どうなるの？

●指導者は ●大会参加は

●練習や練習試合などは

● 休日の部活動指導者

主に市内の

・地域の指導者・保護者

・指導希望教職員

・競技団体

・スポーツ協会

・スポーツ少年団

・高等学校の教職員

・大学等の専門指導者 など

平日の部活動 休日の部活動

・教 職 員

・外部指導者等

地域の指導者・

指導希望教職員・ ● 認定資格研修等を受講し指導力アップ！

市教育委員会・スポーツ振興課が開催します※

スポーツ医科学の研修講座・

・各スポーツの基礎講座

・指導する上での危機管理

研修講座 など

ｆ

平日の部活動指導者●

従来どおり

・教 職 員

・外部指導者等

市教育委員会・スポーツ振興課
・講師の認定 ・各種会議の開催

・講師謝金等の支給

・スポーツ安全保険への加入

・地域指導者登録名簿づくり

・部活動指導者の調整･対応

・地域クラブ活動誕生の際の助言

【大学との連携協定事業等】

・日体大等からの講師派遣

・県･市教育委員会からの講師派遣

育成会● 部活動

・育成会長から部活動指導者

に指導依頼証の授与

・部活動指導者が不足した場

合､市教委等に

連絡、相談、要請

社会体育及び部活動の地域移・

行について保護者へ説明

生徒の入部結果を受けて部活・

動数、指導者の検討

連携･協力

学 校

活動実績なし



5

２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

協議会設置、検討

開始

記載例）受け皿団

体や指導者の選定、

拠点校の選定

記載例）学校現場

との調整

記載例）生徒、保

護者への説明

記載例）地域クラブ

活動の開始

記載例）地域クラブ

活動の拡大

●学校教育課内で担当者検討

会議(ＡＢＣ)を設置

Ａ：課長補佐、指導主事、コー

ディネーター

Ｂ：政策監、課長、参事，Ａ

Ｃ：教育長、Ｂ、Ｃ

●総括コーディネーターが作成し

た資料を基に担当者検討会議

をＡＢＣの順序で開催した。

●年末・年度末ということもあり、

それぞれが多忙であり､会議の開

催が難しかった。

●検討会議Ａをこまめに開催し

案を練って時間短縮、計画推進

を行った。

令和５年 令和６年

●校長会やスポーツ振興課等で

の説明会の開催

●国・県の「部活動の地域移

行」の資料を作成し、説明。

●校長会からは、現在の社会体

育を生かした移行の仕方と指導

者不足を予想して拠点校を活

用した地域移行の在り方等の意

見が出た。

●スポーツ振興課からは、地域

指導者の把握、確保、指導者

向け研修会等の開催、また、協

議会の委員について助言を受け

た。それらを受けて、在り方協議

会の委員を決定した。

●「第1回中学校部活動の地

域移行の在り方協議会」の開催

●委員14名（スポーツ協会、

推進協議会、校長会、ＰＴＡ

連合会、各中学校部活動育成

会、市中体連等）、事務局7

名(学校教育課、スポーツ振興

課、総括コーディネーター）

●国・県の「部活動の地域移

行」、大村市の「休日部活動の

地域移行の在り方及び大村市

の指導希望者数」について説明。

●意見として教員の働き方改革

及び指導者の確保をどうするか

等の意見が出た。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ
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